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第一部【企業情報】

　

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第98期
第３四半期
連結累計期間

第99期
第３四半期
連結累計期間

第98期
第３四半期
連結会計期間

第99期
第３四半期
連結会計期間

第98期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

売上高 (百万円) 604,489 613,859 209,507 201,576 803,152

営業利益 (百万円) 85,061 109,434 35,941 42,243 86,406

経常利益 (百万円) 80,069 102,734 34,872 40,567 79,690

四半期(当期)純利益 (百万円) 53,919 67,371 22,996 27,421 40,338

純資産額 (百万円) － － 432,008 402,933 421,740

総資産額 (百万円) － － 1,140,2611,054,2231,101,910

１株当たり純資産額 (円) － － 1,496.771,392.911,459.74

１株当たり

四半期(当期)純利益
(円) 189.25 236.44 80.72 96.24 141.58

潜在株式調整後

１株当たり

四半期(当期)純利益

(円) 189.23 236.43 80.70 96.23 141.56

自己資本比率 (％) － － 37.4 37.6 37.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 59,317 105,086 － － 107,947

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △27,803 △34,437 － － △69,823

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △14,728 △59,731 － － △49,240

現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(百万円) － － 142,688 113,582 115,128

従業員数 (名) － － 11,378 11,558 11,415

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、次の会社を設立し連結子会社といたしました。

　 平成22年12月31日現在

会社名 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容
役員の兼任

営業上の取引当社
役員

当社
従業
員

衛材(蘇州)貿易有限公司
中国

江蘇省

千人民元

20,000
医薬品事業

100.00

(100.00)
－ 有 －

ケンブリッド・インク
米国

マサチューセッツ州

千米ドル

8
医薬品事業

100.00

(100.00)
有 有 －

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２　「議決権の所有割合」の(　)内は間接所有割合であります。

３　特定子会社には該当いたしません。

４　衛材(蘇州)貿易有限公司を平成22年10月に、ケンブリッド・インクを平成22年12月にそれぞれ設立いたしまし

た。なお、ケンブリッド・インクは、平成23年１月に会社名をエイチスリー・バイオメディシン・インクに変更

いたしました。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 11,558    

(注) 従業員数には就業人員数(当社および連結子会社(以下、当連結グループという)からグループ外への出向者を

除き、グループ外から当連結グループへの出向者を含む)を記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 4,336    

(注) 従業員数には就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)を記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

① 生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

金額(百万円)
前年同四半期
連結会計期間比

(％)

日本医薬品事業 82,049 －

米国医薬品事業 76,596 －

欧州医薬品事業 11,521 －

アジア医薬品事業 7,089 －

ニューマーケット医薬品事業 72 －

その他事業 3,895 －

合計 181,226 －

(注) １　金額は販売見込価格により算出しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

② 商品仕入実績

当第３四半期連結会計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日) 

金額(百万円)
前年同四半期
連結会計期間比

(％)

日本医薬品事業 12,012 －

米国医薬品事業 3,276 －

欧州医薬品事業 147 －

アジア医薬品事業 737 －

ニューマーケット医薬品事業 9 －

その他事業 3,837 －

合計 20,020 －

(注) １　金額は仕入価格により算出しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当連結グループは販売計画に基づいて見込生産を行っており、受注生産は行っておりません。
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(3) 販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)　

金額(百万円)
　前年同四半期
　連結会計期間比

  (％)

日本医薬品事業 98,228 －

米国医薬品事業 76,262 －

欧州医薬品事業 11,302 －

アジア医薬品事業 6,148 －

ニューマーケット医薬品事業 221 －

その他事業 9,411 －

合計 201,576 －

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

(日本)

アルフレッサ

ホールディングス㈱

21,591 10.3 24,160 12.0

(米国)

マッケソン社
29,816 14.2 22,532 11.2

(日本)

㈱スズケン
20,317 9.7 21,366 10.6

(日本)

㈱メディパル

ホールディングス

18,417 8.8 21,312 10.6

(米国)

カーディナルヘルス社
23,762 11.3 18,849 9.4

(米国)

アメリソースバーゲン社
24,906 11.9 18,642 9.2

３　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な

変動等または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は、次のとおりであります。

会社名 契約締結先 締結年月日 契約内容 契約期間 対価

(米国)

エーザイ・

インク

(米国)

フォーマ・セラ

ピューティック

社

平成22年

11月15日

フォーマ・セラピュー

ティック社の化合物ラ

イブラリーおよびスク

リーニング・プラット

フォームに関する研究

提携と、その成果化合

物に関するライセンス

契約

契約締結日より提携終

了日またはロイヤル

ティ支払が終了する日

のいずれか遅い日まで

契約一時金他

一定料率のロ

イヤルティ
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間の連結業績は、売上高2,015億76百万円(前年同四半期連結会計期間比3.8％減)、営

業利益422億43百万円(同17.5％増)、経常利益405億67百万円(同16.3％増)、四半期純利益274億21百万円(同

19.2％増)となりました。

　売上高については、アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト」が755億75百万円(前年同四半期連結会計期

間比7.3％減)、プロトンポンプ阻害型抗潰瘍剤「パリエット」(米国名「アシフェックス」)が387億３百万円(同

5.7％減)となりました。また、がん関連領域製品の売上高は201億62百万円(同7.0％増)となりました。

　売上高は減少いたしましたが、販売費及び一般管理費の効率化により、営業利益、経常利益および四半期純利益

は増益となりました。

　これにより、１株当たり四半期純利益は96円24銭(前年同四半期連結会計期間より15円52銭増)となりました。

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高6,138億59百万円(前年同四半期連結累計期間比1.6％増)、営

業利益1,094億34百万円(同28.7％増)、経常利益1,027億34百万円(同28.3％増)、四半期純利益673億71百万円(同

24.9％増)となりました。１株当たり四半期純利益は236円44銭(前年同四半期連結累計期間より47円19銭増)とな

りました。

［キャッシュ・インカム］

当社グループは、キャッシュ創出力を表す経営指標として、キャッシュ・インカムを使用しております。キャッ

シュ・インカムは、成長投資・事業開発、配当支払、借入返済等に使用可能なキャッシュの総額であり、企業の成

長性・戦略を検証する尺度と考えております。

　当四半期純利益は274億21百万円、有形・無形固定資産の減価償却費は106億53百万円、のれん償却額は18億70百

万円、減損損失(投資有価証券評価損含む)は△73百万円となりました。

その結果、当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・インカムは398億72百万円(前年同四半期連結会計期間比

6.8％増)となり、１株当たりキャッシュ・インカムは139円94銭(前年同四半期連結会計期間より８円85銭増)と

なりました。

当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・インカムは1,066億19百万円(前年同四半期連結累計期間比9.8％

増)となり、１株当たりキャッシュ・インカムは374円19銭(前年同四半期連結累計期間より33円30銭増)となりま

した。

＊キャッシュ・インカムの算式

当期純損益＋有形・無形固定資産減価償却費＋インプロセス研究開発費＋のれん償却額＋減損損失(投資有

価証券評価損含む)

＊１株当たりキャッシュ・インカムの算式

キャッシュ・インカム÷発行済株式数(自己株式控除後)
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［セグメントの状況］

   (各セグメントの売上高は外部顧客に対するものであります)

［セグメントの状況］に関する文章は、第１四半期連結会計期間より適用している「セグメント情報等の開

示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日)に基づき記載しております。また、文章

中の前年同四半期連結会計期間と比較した指標は「参考値」として記載しております。

　

当社グループは、医薬品事業を日本、米国、欧州、アジア(中国含む)、ニューマーケット(インド、中東等)の５

リージョンで構成し、各リージョンの特性に応じた戦略を企画・推進しております。医薬品事業では、主に医療

用医薬品の製造・販売を行っております。

　当社グループのセグメントは、医薬品事業とその他事業から構成されており、医薬品事業の各リージョンを報

告セグメントとしております。

なお、その他事業は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医薬品原料・製薬用機械などに係

る事業を含んでおります。

＜日本医薬品事業＞

当第３四半期連結会計期間の売上高は、主に「アリセプト」、「パリエット」、ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノ

クローナル抗体「ヒュミラ」等の医療用医薬品およびジェネリック医薬品の伸長により、982億28百万円(前

年同四半期連結会計期間比5.6％増)となりました。「アリセプト」の売上高は295億５百万円(同9.8％増)、

「パリエット」の売上高は188億78百万円(同12.0％増)であります。セグメント利益は、主に売上高の増加に

より442億47百万円(同4.1％増)となりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,691億36百万円(前年同四半期連結累計期間比6.5％増)、セグメ

ント利益は、1,165億96百万円(同7.3％増)となりました。

＜米国医薬品事業＞

当第３四半期連結会計期間の売上高は、主に物質特許満了に伴う「アリセプト」の減少により、762億62百

万円(前年同四半期連結会計期間比11.4％減、現地通貨では3.7％減)となりました。「アリセプト」の売上高

は377億82百万円(同17.0％減、現地通貨では8.4％減)、「アシフェックス」の売上高は173億13百万円(同

16.9％減、現地通貨では9.8％減)であります。「アリセプト」の売上高のうち、平成22年８月に新発売いたし

ました中等度・高度アルツハイマー型認知症に対する高用量製剤「アリセプト錠23mg」の売上高は、３億51

百万円であります。また、米国ファイザー社の子会社であるグリーンストーン社より、「アリセプト」のＡＧ

(Authorized Generic：先発メーカーの許可を得て発売されるジェネリック医薬品)が新発売されました。

「アリセプト」の売上高のうち、本件に係る提携収入を含めたＡＧ関連の売上高は118億81百万円でありま

す。がん関連領域製品では、新規抗がん剤「ハラヴェン」をアントラサイクリン系およびタキサン系抗がん

剤を含む少なくとも２種類のがん化学療法による前治療歴のある転移性乳がんの効能・効果で平成22年11

月に新発売いたしました。「ハラヴェン」の売上高は３億99百万円となりました。セグメント利益は、売上高

は減少いたしましたが、提携パートナーとのコ・プロモーション費用の減少等により、279億17百万円(同

14.7％増)となりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,579億66百万円(前年同四半期連結累計期間比0.7％減、現地通貨

では6.9％増)、セグメント利益は、851億46百万円(同14.7％増)となりました。

＜欧州医薬品事業＞

当第３四半期連結会計期間の売上高は、為替の影響等もあり、113億２百万円(前年同四半期連結会計期間

比14.6％減)となりました。「アリセプト」の売上高は66億15百万円(同11.4％減)、「パリエット」の売上高

は13億92百万円(同34.4％減)であります。セグメント利益は、主に売上高の減少により７億52百万円(同

60.2％減)となりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、333億81百万円(前年同四半期連結累計期間比12.0％減)、セグメン

ト利益は、35億44百万円(同33.4％減)となりました。

＜アジア医薬品事業＞

当第３四半期連結会計期間の売上高は、主に末梢性神経障害治療剤「メチコバール」の減少により、61億

48百万円(前年同四半期連結会計期間比20.8％減）となりました。「アリセプト」の売上高は16億34百万円

(同0.8％減)、「パリエット」の売上高は10億59百万円(同11.6％減)であります。セグメント利益は、主に売

上高の減少により２億９百万円(同88.4％減)となりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、234億90百万円(前年同四半期連結累計期間比2.1％増)、セグメン

ト利益は、42億39百万円(同26.7％減)となりました。
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＜ニューマーケット医薬品事業＞

当第３四半期連結会計期間の売上高は、主に「アリセプト」(インド名「アリセップ」)および「パリエッ

ト」(インド名「パリット」)の伸長により、２億21百万円(前年同四半期連結会計期間比16.7％増)となりま

した。「アリセプト」の売上高は36百万円(同23.7％増)、「パリエット」の売上高は59百万円(同35.4％増)

であります。セグメント損益は、市場拡大のための費用増等により、２億16百万円の損失(前年同四半期連結

会計期間は83百万円の損失)となりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、７億30百万円(前年同四半期連結累計期間比28.0％増)、セグメン

ト損益は、４億13百万円の損失(前年同四半期連結累計期間は１億77百万円の損失)となりました。

＜その他事業＞

当第３四半期連結会計期間の売上高は、94億11百万円(前年同四半期連結会計期間比1.6％増)、セグメント

利益は、売上高の増加と販売費及び一般管理費の効率化により、38億98百万円(同10.8％増)となりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、291億53百万円(前年同四半期連結累計期間比4.2％減)、セグメン

ト利益は、129億80百万円(同1.8％減)となりました。

　

［資産等の状況］

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、１兆542億23百万円(前連結会計年度末より476億86百万円減)とな

りました。為替変動による海外子会社資産の円換算額の減少等により、無形固定資産などが減少いたしました。

  負債合計は6,512億90百万円(前連結会計年度末より288億79百万円減)となりました。

  純資産合計は4,029億33百万円(前連結会計年度末より188億６百万円減)となり、自己資本比率は37.6％(同0.1

ポイント減)となりました。

なお、当社グループは経営資源の最適化を考慮し、グループ全体での投資等の意思決定を行っているため、資産

および負債等についてはセグメントに配分しておりません。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間の営業活動から得たキャッシュ・フローは、204億55百万円(前年同四半期連結会計

期間より66億３百万円減)となりました。税金等調整前四半期純利益は407億93百万円、減価償却費は106億53百万

円、法人税等の支払額は112億69百万円であります。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、75億66百万円の支出(前年同四半期連結会計期間より23億79百万円増)

となりました。そのうち、有形固定資産の取得による支出は36億56百万円、無形固定資産の取得による支出は27億

81百万円、３カ月超預金の純増加額は22億15百万円であります。

  財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により162億71百万円の支出(前年同四半期連結会計

期間より171億５百万円増)となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,135億82百万円(第２四半期連結会

計期間末より60億24百万円減)となりました。

当第３四半期連結累計期間の営業活動から得たキャッシュ・フローは、1,050億86百万円(前年同四半期連結累

計期間より457億69百万円増)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、344億37百万円の支出(同66

億34百万円増)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、597億31百万円の支出(同450億２百万円増)

となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,135億82百万円(前連結会計年度末

より15億46百万円減)となりました。
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(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、前事業年度の有価証券報告書

提出日からの重要な変更はありません。

　なお、当社の株式会社の支配に関する基本方針は、次のとおりであります。

＜基本方針の内容等＞

当社における「株式会社の支配に関する基本方針の内容」、「基本方針の実現に資する特別な取組み」および

「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み」は、以下の「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」(以下、本対応方針)に記載

しております。また、「当社の取組みが基本方針に沿うものであること、株主の共同の利益を損なうものではない

ことおよび当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことについての当社の取締役会の判断およびそ

の判断の理由」についても本対応方針に記載しております。

　本対応方針は、平成18年２月28日開催の取締役会において社外取締役独立委員会より提案され、導入されたもの

であります。本対応方針については、毎年、定時株主総会後に、新たに選任された社外取締役全員で構成される社

外取締役独立委員会で継続・見直し・廃止の審議を行うことになっております。

　平成22年度は、６月18日に開催された第98回定時株主総会終了後に、新任２名を含む社外取締役７名全員で構成

される社外取締役独立委員会(委員長：矢吹公敏)で、本対応方針について、本対応方針が以下の仕組みを有して

おり、現行の内容で継続することを当社取締役会に提案する旨、決議いたしました。

① 経営陣の恣意性が排除されている。

② 同方針は、毎年、継続・見直し・廃止が検討される。

③ 取締役選任議案をもって、同方針に対する株主の皆様のご意向を反映できる。

なお、平成22年７月30日開催の取締役会において、社外取締役独立委員会より提案された本対応方針の継続が

審議され、承認されております。

［当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針］(平成18年２月28日公表、平成21年７月31日改正)

１．導入の理由

　当社は、ヒューマン・ヘルスケア(ｈｈｃ)企業として、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

ることを最優先の課題としておりますが、かかる企業価値・株主共同の利益の向上は、患者価値を創出するこ

とにより実現できるものと考えております。この患者価値を創出するためには、新薬の研究・開発の更なる推

進、高品質な製品の生産・販売、医薬品の安全な使用を実現するための情報の管理・提供等が必要です。これら

を実現するためには、長期的な視野のもとに大胆に企業施策を行わなければならず、また、株主価値を創出する

ためには、企業として安定的かつ継続的に成長していくことが不可欠の前提となります。さらに、当社は、企業

としての社会的責任を全うしつつ、これらの課題を達成するため、2004年に委員会等設置会社に移行し、透明性

の高いガバナンス体制を志向しております。

　また、当社は長期的視点に立って策定された第Ｖ期中期戦略計画をはじめとする諸施策を遂行・実施するこ

とにより、企業価値を高め、株主の皆様の価値を向上する所存であります。しかし、当社事業を取り巻く競争関

係の激化、企業買収に対するわが国における法制度・企業文化の変化・変容等を踏まえると、当社の経営方針

に重大な影響を与える買付が行われることも予想されます。特に、当社の発行済株式総数の15％以上に相当す

る株式の買付が行われると、当社経営に重大な影響が生じ、上記施策を遂行・達成することができなくなるお

それがあります。この15％以上に相当する株式の買付による影響については、次の事項からもその重大さは明

らかであると考えられます。まず、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則による関連会社の基準

に、議決権の15％以上、20％未満を所有し重要な影響を与え得ることが推測される事実の存在がある場合が含

まれていることがあげられます。また、15％という株式の買付は、株主総会の特別決議の否決に関して、その定

足数も考慮に入れた場合、非常に大きな割合を占めることになります。
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　もとより当社は、当社の株式を大量に取得したり、当社の経営に関与しようとする買付については、それが当

社の企業価値を大きく向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、株式を大

量に取得する買付の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、株主共同の利益を損なうことが明白であ

るもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、会社や株主に対して買付に係る提案

内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値

に照らして不十分又は不適切であるもの等の不適切な買付も少なくありません。更に、当社が患者価値の創出

を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、上述のとおり新薬の研究・開発体制、高品

質製品の安定供給、薬剤の安全性と有効性の情報の管理・提供の確保が必要不可欠であり、これらが確保され

なければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることになります。

　そこで、当社は、上記に記載した買付類型を含む当社や株主の皆様の利益に反する買付を防止するためには、

当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することが

必要不可欠であると判断し、その導入を決定致しました。

　本対応方針は、当社に対するかかる買付が行われる場合には、買付者又は買付提案者(以下、公開買付者又はそ

の提案者も含め、併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付内容に関する情報の提供を求め、当

社が、当該買付についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、必要に応じて、株主の皆様に事業計画

等を説明したり、代替案を提示するとともに、買付者等と交渉を並行して行っていくことを可能とすることを

狙うものです。これに対し、買付者等がこうした事前の情報提供なく買付を行う場合や、当該買付が当社の企業

価値・株主共同の利益を毀損しないものとは認められない場合には、後述のとおり、当該買付者等及びその一

定の関係者による権利行使は認められないとの行使条件が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といい

ます。)を、その時点の全ての株主に対して株主割当ての方法により発行します。本対応方針は、本新株予約権の

発行により、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合を相当低下させ、当社の企業価値・株主共同の利益

を毀損する買付行為の阻止を図るものです。

　もっとも、こうした対応方針の導入、実際に買付がなされた場合の当該買付の検討、必要に応じた買付者等と

の協議・交渉、その結果等を踏まえた本新株予約権の発行の必要性の有無の判断については、経営陣の自己保

身に利用されることがないように特に客観性・合理性が要求されるところです。この点、当社の取締役会は、過

半数が社外取締役によって構成されています。当社社外取締役７名は、いずれも、会社経営陣から独立した、経

験と実績に富む会社経営者、経営学者、公認会計士、法律家であり、これらの者を過半数とし、かつ、社外取締役

ではない４名も、業務執行に当たる取締役は１名のみであり、当社取締役会は、株主の皆様の利益を代表して上

記の判断を客観的かつ合理的に行うことができるものと考えます。

　本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち３名を構成員とする「特別委員会」を設置し、まず当該特別

委員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次

に、本対応方針は社外取締役７名全員を構成員として設置された「社外取締役独立委員会」(その決議要件・

決議事項等については(別紙１)「社外取締役独立委員会の概要」をご確認ください。)に対し提案され、社外取

締役独立委員会は、本対応方針導入の可否を検討し、その結果本対応方針が当社の企業価値ひいては株主共同

の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断し、その導入を当社取締役会に提案致しました。取

締役会は、審議の結果、本対応方針の導入を決定致しました。このように、本対応方針は当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益のために、会社経営陣から独立した両委員会のイニシアティブにより採用されるに至ったも

のです。

　加えて、本対応方針導入後においても、本対応方針の運用に際しての判断についてはその客観性・合理性が確

保されるようにしております。実際に当社に対して買付がなされた場合には、社外取締役独立委員会が主体的

に、下記４．に記載の各要件を満たすものであるか否かの判断を行います。

　そして、社外取締役独立委員会は、当該買付が下記４．に記載のすべての要件を満たすと判断する場合を除

き、原則として本新株予約権の発行を取締役会に提案いたします。取締役会は、これを受け本新株予約権の発行

が必要であるかどうかを決議します。また、社外取締役独立委員会において、当該買付に対して本新株予約権を

発行しない旨の決議をした場合には、取締役会では本新株予約権の発行に関する審議・決議は行いません。こ

のように、本新株予約権を発行すべきか否かの判断に関しまして、経営陣の恣意的な判断を排除するとともに、

本新株予約権の発行が容易にできない仕組みをとっております。
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２．本対応方針の対象となる買付

本対応方針においては、本新株予約権は、以下１)又は２)に該当する買付又はその提案(以下併せて「買付

等」といいます。)がなされたときに、本対応方針に定められる手続に従い発行されることとなります。

１) 当社が発行者である株券等(1)について、保有者(2)の株券等保有割合(3)が15％以上となる買付その他

取得

２) 当社が発行する株券等(4)について、公開買付け(5)に係る株券等(6)の株券等所有割合(7)及びその特別

関係者(8)の株券等所有割合の合計が15％以上となる公開買付け

(1) 金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(2) 金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。

(3) 金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(4) 金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。

(5) 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。

(6) 金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。

(7) 金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(8) 金融商品取引法第27条の２第７項に定義されます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行

者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きま

す。

３．本新株予約権の発行のプロセス

１) 買付者等から社外取締役独立委員会に対する事前の情報提供

上記２．に定める買付等を行う買付者等には、買付等の実行に先立ち、当社社外取締役独立委員会宛に、

(別紙２)に定める当該買付者等の買付等の内容の検討に必要な情報(以下「本必要情報」といいます。)及

び買付者等が買付等に際して本対応方針に定める手続を遵守する旨を記載した書面(以下併せて「買付説

明書」といいます。)を提出していただきます。    

当社社外取締役独立委員会が、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した

場合には、当社社外取締役独立委員会は買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上で、本必要情報を追加的

に提出するよう求めることがあります。この場合には、当該期限までに、買付者等より追加の本必要情報の

提供をしていただくこととします。

なお、当社社外取締役独立委員会は、引き続き買付説明書(本必要情報を含みます)の提出を求めて買付

者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、買付者等が本対応方針に定められた手続に

従うことなく買付等を開始したものと認められる場合には、原則として、下記３．３) (1)記載のとおり、

当社取締役会に対して、本新株予約権を発行することを提案します。 

２) 社外取締役独立委員会による買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示

当社社外取締役独立委員会は、買付者等から本必要情報が十分に記載された買付説明書及び社外取締役

独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が提出された場合、必要に応じ、当社の執行役に対して

も、社外取締役独立委員会が定める期間内に買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代

替案その他社外取締役独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示することを求めます。

社外取締役独立委員会は、買付者等及び執行役からの必要な情報・資料を受領後、原則として60日間(但

し、下記３．３) (3)に記載するところに従い、社外取締役独立委員会は当該期間を延長することができる

ものとします。)(以下「社外取締役独立委員会検討期間」といいます。)、買付者等の買付等の内容の検討、

当社執行役による代替案の検討、買付者等と当社執行役の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行

います。また、社外取締役独立委員会は、必要があれば、当社の企業価値・株主共同の利益の観点から当該

買付等の内容を改善させるために、直接又は間接に、当該買付者等と交渉を行い、また、株主の皆様に対す

る代替案の提示を行うものとします。

社外取締役独立委員会は、社外取締役独立委員会の判断が適切になされることを確保するために、自ら

の裁量により、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コ

ンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。

また、社外取締役独立委員会検討期間中、社外取締役独立委員会は、買付者等から買付説明書が提出され

た事実及び本必要情報その他の情報のうち社外取締役独立委員会が適切と判断する事項について、情報開

示を行うことができます。

なお、買付者等は、社外取締役独立委員会検討期間が終了するまでは、上記２．に規定する買付等を実行

することはできないものとします。
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３) 社外取締役独立委員会の決議

社外取締役独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続を行うものとします。

(1) 社外取締役独立委員会は、買付者等が上記３．１)及び２)に規定する手続を遵守しなかった場合を含

め、下記３．３) (2)又は(3)のいずれにも該当しない限り、原則として、社外取締役独立委員会検討期

間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権を発行することを提案しま

す。

社外取締役独立委員会は、当該発行を提案した事実及びその概要並びに本新株予約権を発行すべきと

判断した理由その他社外取締役独立委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行うことがで

きます。

但し、社外取締役独立委員会は、かかる提案の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合に

は、本新株予約権の発行の中止を含む別個の判断を行うことができるものとし、かかる場合には、社外

取締役独立委員会は必要と認める情報開示を行うことができます。

(2) 社外取締役独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との交渉の結果、当該買付者等に

よる買付等が下記４．１)から９)のいずれの要件も満たすと判断した場合には、社外取締役独立委員

会検討期間の終了の有無を問わず、本新株予約権を発行しないことを決議いたします。この不発行の

決議に関して、当社取締役会で本新株予約権の発行の有無について改めて審議等をすることはありま

せん。

社外取締役独立委員会は、当該不発行を決議した事実及びその概要並びに本新株予約権を不発行とす

べきと判断した理由その他社外取締役独立委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行うこ

とができます。

但し、社外取締役独立委員会は、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合に

は、本新株予約権の発行の提案を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に提案することができ

るものとし、かかる場合には、社外取締役独立委員会は必要と認める情報開示を行うことができます。

(3) 社外取締役独立委員会が、当初の社外取締役独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の発行

又は不発行の決議を行うに至らない場合には、社外取締役独立委員会は、当該買付者等の買付等の内

容の検討・当該買付者等との交渉・代替案作成等に必要な範囲内で、社外取締役独立委員会検討期間

を延長する旨の決議を行います(なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様

の手続によるものとします。)。

社外取締役独立委員会は、社外取締役独立委員会検討期間を延長するに至った理由、延長期間、その他

社外取締役独立委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行うことができます。

上記決議により社外取締役独立委員会検討期間を延長した場合、社外取締役独立委員会は、引き続き、

買付者等の買付等の内容の検討・必要な場合には買付者等との交渉及び代替案の作成等を行うもの

とし、延長期間内に本新株予約権の発行の提案又は不発行の決定や代替案の提示等を行うよう努める

ものとします。

４) 取締役会の決議

　当社取締役会は、社外取締役独立委員会から上記本新株予約権発行の提案を受けた場合、速やかに決議を

行うものとします。 

　取締役会は、本新株予約権の発行の決議を行った場合、直ちに当該決議をした事実及びその概要並びに当

該決定の判断理由その他取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

　但し、取締役会は、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、別個の判断を

行うことができるものとします。

　なお、当社社外取締役独立委員会が本新株予約権の不発行の決議をした場合には、上記３．３) (2)に記

載のとおり、社外取締役独立委員会の決議によるものとし、当社取締役会で本新株予約権の発行の有無に

ついて審議等をすることはありません。
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４．本新株予約権を発行する基準

社外取締役独立委員会は、本対応方針の対象となる買付等が、以下の全ての要件を満たすと判断する場合を

除き、原則として本新株予約権を発行することを取締役会に提案する予定としております。

１) 本対応方針に定める手続を遵守した買付等である場合

２) 下記に掲げる行為等により当社企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす虞のあ

る買付等ではない場合

(1) 株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為

(2) 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等

の利益を実現する経営を行うような行為

(3) 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(4) 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利

益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で

売り抜ける行為

３) 強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目以降の買付条件を不利に設

定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)等株主に株式の売却を

事実上強要する虞のある買付等ではない場合

４) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない買付等ではない場合

５) 当社株主に対して、買付者等の概要(別紙２本必要情報１．の例示を含みます。)、買付等の価格の算定根拠

(別紙２本必要情報３．の例示を含みます。)及び買付等の資金の裏付け(別紙２本必要情報４．の例示を

含みます。)、買付等の後の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等(別紙２本必要情報５．の例示を

含みます。)の買付等の内容を判断するための情報が提供されない、又は提供された場合であっても当該買

付者等の現在又は将来の株券等保有割合等に照らして提供された情報が不十分である買付等ではない場

合

６) 買付等の条件(別紙２本必要情報２．及び６．の例示を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は

不適当である買付等ではない場合

７) 法令又は定款に違反する買付等ではない場合

８) 株主としての買付者等の行動が当社の経営に悪影響を及ぼし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

重大な損害をもたらす虞のある買付等ではない場合

９) 買付等が行われる時点の法令、行政指導、裁判結果、証券取引所の規則により、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に重大な損害をもたらす虞のある買付等であると明らかに認められている買付等ではない

場合

５．本対応方針の有効期間

　本対応方針の有効期間は、第Ⅴ期中期戦略計画(2006年４月から2012年３月までを対象)の期間を包含すべく、

2012年６月30日までとします。

  社外取締役独立委員会は、本対応方針導入後、毎年、定時株主総会開催後に、本対応方針の継続、見直し又は廃

止について検討するものとします。その結果は、取締役会に提案され、取締役会で審議の上、本対応方針は継続、

見直し又は廃止されるものとします。当社では、全取締役の任期を１年としており、取締役は、毎年６月の定時

株主総会で選任されております。取締役の任期の期差別や解任制限等は存在しないことから、１回の株主総会

により全取締役の選解任が可能であり、当該総会で選任された取締役により構成された取締役会において、社

外取締役独立委員会の提案を受け、本対応方針を廃止する決議を行うことが可能であり、また社外取締役独立

委員会において本新株予約権の発行を行わない旨の決議を行うことも可能であります。以上の点からしまし

て、本対応方針の継続、見直し又は廃止に関して当社の株主の皆様のご意向を十分に反映させることができる

ものと考えております。

　なお、当社は、本対応方針の有効期間中であっても、社外取締役独立委員会の検討に基づき、必要に応じて、本

対応方針を見直しもしくは変更し、又は別の買収防衛策を導入する場合があります。
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６．本新株予約権の主要な条件

本対応方針に基づき発行する予定の本新株予約権の主要な条件等は以下のとおりです。また、当社は、機動的

な発行を目的として、本新株予約権について予め発行登録を行う予定でおります。

１) 割当対象株主

　本新株予約権の発行決議(以下「本発行決議」といいます。)において、当社取締役会が割当期日と定める日

(以下「割当期日」といいます。)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式（但し、

当社の保有する当社株式を除きます。)１株につき本新株予約権１個の割合で割り当てます。

２) 本新株予約権の目的とする株式の種類及び数

　本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的となる株式の

数は１株又は本発行決議において当社取締役会が定める株数とします。

３) 本新株予約権の総数

　割当期日における最終の発行済株式総数(但し、当社の保有する当社普通株式を除きます。)を上限としま

す。

４) 本新株予約権の発行価額

　無償とします。

５) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

　新株予約権１個当たり１円とします。

６) 本新株予約権の行使期間

　本発行決議において当社取締役会が定める本新株予約権の発行日から、最短１カ月最長２カ月の間で、本発

行決議において当社取締役会が定める期間とします。

７) 本新株予約権の行使条件

(1) ① 割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者(下記(ア)ないし(エ)の各号に記載

される者を除き、(i)当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に定義されま

す。以下別段の定めがない限り同じとします。)の保有者(同法第27条の23第３項に基づき保有者に

含まれる者を含みます。)で、当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第４項に定義され

ます。)が15％以上となる者もしくは15％以上となると当社取締役会が認めた者、又は(ii)公開買

付け(同法第27条の２第６項に定義されます。)によって当社が発行者である株券等(同法第27条の

２第１項に定義されます。)の買付け等(同法第27条の２第１項に定義されます。以下同じとしま

す。)を行う者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引

法施行令第７条第１項に定める場合を含みます。)に係る株券等所有割合(同法第27条の２第８項

に定義されます。以下同じとします。)及びその者の特別関係者(同法第27条の２第７項に定義され

ます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示

に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。)の株券等所有割合と

合計して15％以上となる者)、

② その共同保有者(同法第27条の23第５項に定義される者をいい、同条第６項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます。)(上記(i)に定めるとき)、

③ その特別関係者(上記(ii)に定めるとき)、

④ 上記①ないし③記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受もしくは承

継した者、又は、

⑤ 実質的に、上記の①ないし④記載の者が支配し、当該者に支配されもしくは当該者と共同の支配下

にある者として当社取締役会が認めた者、もしくは当該者と協調して行動する者として当社取締

役会が認めた者(以下、上記①ないし⑤を総称して「特定大量保有者等」といいます。)は、本新株

予約権を行使することができません。

(ア)当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に定義さ

れる。)又は当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第５項

に定義されます。)

(イ)当社を支配する意図がなく上記(i)又は(ii)に該当することになった者である旨当社取締役会

が認めた者であって、かつ、上記(i)又は(ii)に該当することになった後10日間(但し、当社取締

役会はかかる期間を延長することができます。)以内にその保有する当社の株券等を処分する

ことにより上記(i)及び(ii)に該当しなくなった者
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(ウ)当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記(i)又は(ii)

に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者(但し、その後、自己の意思により

当社の株券等を新たに取得した場合を除きます。)

(エ)その者が当社の株券等を取得又は保有することが当社の利益に反しないと当社取締役会が認

めた者(一定の条件の下に当社の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件

が満たされている場合に限ります。)

(2) 上記(1)の規定のほか、自己が特定大量保有者等ではないことを表明していない者、その他本発行決議

において当社取締役会が定める事項を誓約する書面を提出していない者は、本新株予約権を行使する

ことはできません。

８) 本新株予約権の消却

　本新株予約権については、消却事由及び消却の条件は定めません。

９) 本新株予約権の譲渡

　本新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要します。

  上記６．７)に基づき、特定大量保有者等は本新株予約権を行使することができないにも関わらず、特定大

量保有者等において本新株予約権を自由に第三者に譲渡することができれば、当社の企業価値・株主共同の

利益を毀損する買付行為の阻止を図るという目的が達成し得なくなります。従って、本新株予約権には譲渡

制限が付されることになりますが、特定大量保有者等は、当社取締役会の承認する第三者には、本新株予約権

を譲渡することができます。

７．株主の皆様への影響

１) 本対応方針の導入時に株主の皆様に与える影響

　本対応方針の導入時点においては、本新株予約権の発行自体は行われませんので、株主の皆様の権利・利益

に直接具体的な影響が生じることはございません。

２) 本新株予約権の発行時に株主の皆様に与える影響

  本新株予約権が発行される場合においては、取締役会の当該発行決議において別途設定する割当期日にお

ける株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられま

す。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込その他本新株予約権の行使に

係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化

することになります。 

  また、本新株予約権の発行は割当期日の４営業日前(割当期日を含む)において取り消し不能となります。

割当期日において本新株予約権を取り消し不能とする理由は、買付者等以外の株主の皆様に損害を与えるこ

ととなる市場における混乱及び株式の流動性がなくなることを避けるためです。本新株予約権を取り消し不

能とすることで、個々の株式に対して発生する希釈化の量及び時期に関する疑いが全くなくなります。個々

の株式は希釈されますが、一人ひとりの株主の方は、少なくともその希釈化を相殺するに十分な株式を受領

することになります。それぞれの株主の方の株券等保有割合は、変化しないか又はわずかに増加いたします。

３) 発行に伴って株主の皆様に必要となる手続

(1) 名義書換の手続

当社取締役会において、本新株予約権を発行することを決議した場合には、当社は、本新株予約権の割

当期日を公告いたします。割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に本新株予約

権の引受権が付与されますので、株主の皆様におかれては、当該割当期日に間に合うように名義書換

を完了していただくことが必要となります。

(2) 本新株予約権の申込の手続

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対して、本新株予約権

の引受権の付与通知及び本新株予約権の申込書を送付いたします。株主の皆様においては、本新株予

約権の引受けについて、別途定める取締役会決議で決定された申込期間内に、申込書に必要な事項を

記載し、捺印の上、申込取扱場所に提出することが必要となります。当該申込期間内に申込が行われな

い場合には、申込の権利を失い、本新株予約権を引き受けることができなくなります。
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(3) 本新株予約権の行使の手続

当社は、申込期間内に本新株予約権の申込を行った株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書(株

主ご自身が特定大量保有者でないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)そ

の他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の発行後、株主の皆様に

おいては、権利行使期間内に、これら当社所定の本新株予約権の行使請求書等を提出した上、本新株予

約権１個当たり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき、１株又は発

行決議において別途定められる数の当社普通株式が発行されることになります。

 

　上記のほか、申込方法、名義書換方法及び払込方法等の詳細につきまして、本新株予約権発行決議が行わ

れた後、株主の皆様に対し、公表又は通知致しますので当該内容をご確認ください。

　本新株予約権の発行及び行使の手続は、原則として以上の通りですが、取締役会は、株主の皆様が新株予

約権の引受け、行使をしないことによる不利益をさけるために、その時の法令等の許す範囲内で、別の発行

及び行使の手続をとることがあります。この場合にも必要事項の詳細につきまして、株主の皆様に対し、公

表又は通知致しますので当該内容をご確認ください。
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 (別紙１)

 社外取締役独立委員会の概要

１．構成員　　

当社社外取締役全員で構成される。

２．決議要件

社外取締役独立委員会の決議は、原則として、社外取締役独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行

うものとする。但し、社外取締役独立委員会の全員が出席できない場合には、社外取締役独立委員会の決議は社外取締

役独立委員会の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。

３．決議事項その他

社外取締役独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容をその理由を付

して当社取締役会に提案するものとする。但し、本新株予約権の不発行の決議及び社外取締役独立委員会検討期間の延

長については、取締役会への提案はせず、社外取締役独立委員会の決定によるものとする。なお、社外取締役独立委員会

の各委員は、こうした決定にあたっては、企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこと

を要し、専ら自ら又は当社取締役、執行役の個人的利益を図ることを目的としては行わないものとする。

１) 本対応方針の対象となる買付等の決定

２) 買付者等及び執行役が社外取締役独立委員会に提供すべき情報の決定

３) 買付者等の買付等の内容の精査・検討

４) 買付者等との交渉

５) 買付者等による買付等に対する代替案の決定

６) 本新株予約権の発行もしくは不発行又は社外取締役独立委員会検討期間の延長に係る決定

７) 本対応方針の導入・維持・見直し・廃止

８) 本対応方針以外の買収防衛策の検討・導入

９) その他本対応方針又は本新株予約権に関連し、当社取締役会が判断すべき事項

また、社外取締役独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な情報収集に努める

ものとし、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその

他の専門家を含みます。)の助言を得ることができる。

 (別紙２)

本必要情報

１．買付者等及びそのグループ(その共同保有者、その特別関係者及び(ファンドの場合は)組合員その他の構成員を含み

ます。)の概要(具体的名称、資本関係、財務内容を含み、(買付者等が個人である場合は)年齢と国籍、当該買付者等の過

去５年間の主たる職業(当該個人が経営、運営又は勤務していた会社又はその他の団体(以下「法人」といいます。)の

名称、主要な事業、住所等。)、経営、運営又は勤務の始期及び終期、(買付者等が法人である場合は)当該法人及び重要な

子会社等について、当該法人の主要な事業、設立国、過去３年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人又はその財産

にかかる主な係争中の法的手続、これまでに行った事業の概要、取締役、執行役等の役員の氏名を含み、(すべての買付

者等に関して)過去５年間に犯罪履歴があれば(交通違反や同様の軽微な犯罪を除きます。)、その犯罪名、科された刑罰

(その他の処分)、それに関係する裁判所、及び過去５年間に金融商品取引法、商法に関する違反等があれば、当該違反等

の内容、違反等に対する裁判所の命令、行政処分等の内容を含みます。)

２．買付等の目的、方法及びその内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法

の適法性、買付等の実行の蓋然性を含みます。)

３．買付等の価格の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連

の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます。)

４．買付等の資金の裏付け(買付等の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の

内容を含みます。)

５．買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策(株式の売却、事業の売却、合併、分割、株式交換、株式

移転、資産の売却、会社更生、清算、現在の資本・配当性向・配当政策・負債額・資本総額の変更、当社の現在の経営陣

の変更、当社の会社構造・事業・経営方針・事業計画の変更、当社の証券の取得もしくは処分、上場廃止、当社の基本文

書の変更、通例的でない取引を含みます。)

６．買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者に関する方針

７．買付等に関連した必要な政府当局の承認、事業の承認、及び規制遵守対応、第三者から取得しなければならない同意、

合意ならびに承認、独占禁止法、その他の競争法ならびにその他会社が事業活動を行っている又は製品を販売している

国又は地域の重要な法律の適用可能性に関する状況

８．その他社外取締役独立委員会が合理的に必要と判断する情報
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(4) 研究開発活動

［開発品の状況］

抗がん剤「ハラヴェン」(「Ｅ７３８９」、微小管ダイナミクス阻害剤)は、平成22年11月に米国でアントラサ

イクリン系およびタキサン系抗がん剤を含む少なくとも２種類のがん化学療法による前治療歴のある転移性乳

がんの効能・効果で承認を取得いたしました。日本、欧州(ＥＵ)、スイスおよびシンガポールにおいては乳がんに

係る適応で申請中であり、日本では優先審査品目に指定されております。なお、平成23年１月、欧州では欧州医薬

品庁(ＥＭＡ)の医薬品委員会(ＣＨＭＰ)より承認勧告(positive opinion)を受領いたしました。また、米国で乳

がんを対象としたセカンドラインのフェーズⅢ試験も進めております。あわせて、非小細胞肺がん(米国)、前立腺

がん(欧米)、肉腫(欧州)を対象としたフェーズⅡ試験等も進めております。

エンドトキシン拮抗剤「Ｅ５５６４」に関しては、フェーズⅢ試験の予備的解析結果に基づき、予定していた

米国、欧州、日本での承認申請を平成23年３月末までには行わないことといたしました。本臨床試験のデータにつ

いて引き続き検討を行い、その後の方向性を決定してまいります。

ＡＭＰＡ受容体拮抗剤「Ｅ２００７」に関しては、３つのフェーズⅢ試験すべてにおいて、難治性部分発作て

んかん患者様の併用療法における有効性、忍容性の双方で矛盾のない一貫した結果が得られました。これらの結

果に基づき、米国、欧州での同時申請に向けた準備を進めてまいります。

　

　平成22年10月、日本で、ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体「ヒュミラ」のクローン病ならびに強直性脊

椎炎に関する効能・効果追加の承認を取得いたしました。また、同月に本剤の承認条件となっていた「関節リウ

マチ」に関する使用成績調査(全例調査)について、厚生労働省から解除通達を受領いたしました。

平成22年12月、日本で、プロトンポンプ阻害剤「パリエット」の従来のプロトンポンプ阻害剤の治療で効果不

十分な逆流性食道炎に関する１日２回投与の用法・用量追加の承認を取得いたしました。

平成22年10月、欧州で、てんかん治療剤「イノベロン」の新剤形である経口懸濁液の承認申請が受理されまし

た。

平成22年11月、日本で、不眠症治療剤「ＳＥＰ－１９０」について不眠症に係る適応で承認申請をいたしまし

た。

平成22年11月、日本で、カルシウム拮抗性不整脈治療剤「ワソラン」の小児における用法・用量追加の申請を

いたしました。

平成22年12月、日本で、医療機器である血管塞栓用ビーズ「Ｅ７０４０」について肝細胞がん患者様に対する

肝動脈塞栓療法に係る適応で承認申請をいたしました。

　

抗がん剤「ＭＯＲＡｂ－００３」(モノクローナル抗体)について、米国で非小細胞肺がんを対象としたフェー

ズⅡ試験を開始いたしました。

アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト」について、日本でレビー小体型認知症を対象としたフェーズⅢ

試験を開始いたしました。また、日本で高用量製剤「アリセプト錠23mg」のフェーズⅡ試験を開始いたしました。

抗がん剤「Ｅ７０８０」(VEGF受容体チロシンキナーゼ阻害剤／マルチキナーゼ阻害剤)について、米国でグリ

オーマを対象としたフェーズⅡ試験を開始いたしました。

日本で、肥満症治療剤「ＫＥＳ５２４」の製造販売承認申請を取り下げるとともに、本剤の開発を中止いたし

ました。

アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト」について、脳血管性認知症を対象とした米国・欧州での開発を

中止いたしました。

米国でフェーズⅡ試験段階にありました子宮頸部異形成治療剤「Ｅ７１０１」の開発を中止いたしました。

　

なお、平成23年１月、日本で、Ｂ型ボツリヌス毒素製剤「ナーブロック」について、痙性斜頸を効能・効果とし

て承認を取得いたしました。

また、平成23年２月、プロトンポンプ阻害剤「アシフェックス エクステンドリリース50mg製剤」に関し、米国

食品医薬品局(ＦＤＡ)より審査完了報告通知(Complete Response Letter)が発行されました。今後、審査完了報

告通知に記載されている指摘事項についてＦＤＡとの協議のもと対処してまいります。

　

当第３四半期連結会計期間における研究開発費総額は、323億29百万円(前年同四半期連結会計期間比10.5％

減)、売上高比率16.0％(前年同四半期連結会計期間より1.2ポイント減)であります。

当第３四半期連結累計期間における研究開発費総額は、1,061億66百万円(前年同四半期連結累計期間比9.1％

減)、売上高比率17.3％(前年同四半期連結累計期間より2.0ポイント減)であります。

なお、当社グループは、研究開発費をグローバルに管理しているため、セグメントに配分しておりません。
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(5) 経営成績の分析(本項に記載した金額は、四捨五入で表示しております)

① 売上高、売上原価および売上総利益

(売上原価には返品調整引当金繰入額および戻入額を含めております)

当第３四半期連結会計期間の連結売上高は2,016億円であり、前年同四半期連結会計期間より79億円、3.8％減

少いたしました。「アリセプト」および「パリエット／アシフェックス」の合計売上高の連結売上高に対する

構成比は56.7％であり、前年同四半期連結会計期間より1.8ポイント減少しました。また、がん関連領域製品の売

上高は202億円(前年同四半期連結会計期間比7.0％増)となりました。セグメント別売上高の連結売上高に対す

る構成比は、日本医薬品事業が48.7％と前年同四半期連結会計期間より4.4ポイント増加した一方、米国医薬品

事業は37.8％と前年同四半期連結会計期間より3.3ポイント減少いたしました。

　当第３四半期連結会計期間の売上原価は432億円であり、前年同四半期連結会計期間より６億円増加し、売上原

価率では1.1ポイント上昇いたしました。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上総利益は1,584億円となり、前年同四半期連結会計期間より85億

円、5.1％減少いたしました。

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は6,139億円であり、前年同四半期連結累計期間より94億円、1.6％増

加いたしました。売上原価は1,273億円であり、前年同四半期連結累計期間より58億円増加し、売上原価率では

0.6ポイント上昇いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は4,865億円となり、前年同四半期連結累計期間より36億

円、0.7％増加いたしました。

② 販売費及び一般管理費

当第３四半期連結会計期間の研究開発費を除く販売費及び一般管理費は838億円であり、前年同四半期連結会

計期間より110億円、11.6％減少いたしました。その主な要因は、米国における提携パートナーとのコ・プロモー

ション費用の減少等によるものであります。当第３四半期連結会計期間の研究開発費は323億円であり、前年同

四半期連結会計期間より38億円、10.5％減少いたしました。その主な要因は、米国における主要開発品の臨床試

験の終了によるものであります。

当第３四半期連結累計期間の研究開発費を除く販売費及び一般管理費は2,709億円であり、前年同四半期連結

累計期間より101億円、3.6％減少いたしました。研究開発費は1,062億円であり、前年同四半期連結累計期間より

106億円、9.1％減少いたしました。

③ 営業利益

売上高は減少いたしましたが、販売費及び一般管理費の効率化により、当第３四半期連結会計期間の営業利益

は422億円となり、前年同四半期連結会計期間より63億円、17.5％増加いたしました。

当第３四半期連結累計期間の営業利益は1,094億円となり、前年同四半期連結累計期間より244億円、28.7％増

加いたしました。

④ 営業外損益および特別損益

当第３四半期連結会計期間の営業外損益は17億円の費用(純額)であり、前年同四半期連結会計期間より費用

(純額)が６億円増加いたしました。その主な要因は、為替差損の増加であります。また、特別損益は２億円の利益

(純額)となりました。

当第３四半期連結累計期間の営業外損益は67億円の費用(純額)であり、前年同四半期連結累計期間より費用

(純額)が17億円増加いたしました。特別損益は13億円の損失(純額)となりました。

⑤ 四半期純利益

当第３四半期連結会計期間の四半期純利益は274億円であり、前年同四半期連結会計期間より44億円、19.2％

増加いたしました。１株当たり四半期純利益は96円24銭となり、前年同四半期連結会計期間より15円52銭増加い

たしました。

当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は674億円であり、前年同四半期連結累計期間より135億円、24.9％

増加いたしました。１株当たり四半期純利益は236円44銭となり、前年同四半期連結累計期間より47円19銭増加

いたしました。
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(6) 資金の流動性および資本の財源についての分析(本項に記載した金額は、四捨五入で表示しております)

① 資金の流動性

当第３四半期連結会計期間の営業活動から得たキャッシュ・フローは、205億円(前年同四半期連結会計期間

より66億円減)となりました。税金等調整前四半期純利益は408億円、減価償却費は107億円、法人税等の支払額は

113億円であります。なお、前年同四半期連結会計期間差の主な要因は、未払金の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、76億円の支出(前年同四半期連結会計期間より24億円増)となりまし

た。そのうち、有形固定資産の取得による支出は37億円、無形固定資産の取得による支出は28億円、３カ月超預金

の純増加額は22億円であります。なお、前年同四半期連結会計期間差の主な要因は、３カ月超預金の増加による

ものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、163億円の支出(前年同四半期連結会計期間より171億円増)となりま

した。そのうち、配当金の支払は199億円であります。なお、前年同四半期連結会計期間差の主な要因は、短期借入

金の影響によるものであります。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,136億円(第２四半期連結会計期

間末より60億円減)となりました。

当第３四半期連結累計期間の営業活動から得たキャッシュ・フローは1,051億円(前年同四半期連結累計期間

より458億円増)、投資活動によるキャッシュ・フローは344億円の支出(同66億円増)、財務活動によるキャッ

シュ・フローは597億円の支出(同450億円増)となりました。

　当社グループは、キャッシュ創出力を表す経営指標として、キャッシュ・インカムを使用しております。キャッ

シュ・インカムは、成長投資・事業開発、配当支払、借入返済等に使用可能なキャッシュの総額であり、企業の成

長性・戦略を検証する尺度と考えております。

　当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・インカムは399億円(前年同四半期連結会計期間比6.8％増)となり、

１株当たりキャッシュ・インカムは139円94銭(前年同四半期連結会計期間より８円85銭増)となりました。

　当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・インカムは1,066億円(前年同四半期連結累計期間比9.8％増)とな

り、１株当たりキャッシュ・インカムは374円19銭(前年同四半期連結累計期間より33円30銭増)となりました。

　当社グループでは、積極的な事業活動の推進と有利子負債の返済に十分な資金を確保した上で、株主の皆様へ

の安定的および継続的な配当を実施していく方針であります。　

② 資本の財源

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、資産合計の10.8％を占める1,136億円であります。当

社グループは、主に手許の現金及び現金同等物と営業活動から得た資金により、設備投資および研究開発活動を

行っております。

一方、短期借入金は80億円(前連結会計年度末より160億円減)、１年内償還予定の社債は400億円(同400億円

増)、社債は800億円(同400億円減)、長期借入金は2,589億円(同69億円減)となりました。

当第３四半期連結会計期間末における社債(１年内償還予定の社債を含む)および長期借入金の利率は1.23％

～3.97％であります。また、借入債務の通貨別の比率は約87％が円建て、約13％が米ドル建てとなっております。

当第３四半期連結会計期間末現在における自己資本比率は37.6％となりました。

　当社グループの財務戦略は、現水準以上の高い信用格付けを維持するとともに、安定した財務の健全性および

柔軟性を確保することを基本としております。

なお、長期借入債務の格付けは、ムーディーズにより「Ａ３」(平成23年１月28日変更)、格付投資情報セン

ターにより「ＡＡ－」を取得しております。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2) 設備の新設、除却等の計画

① 当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画しておりました重要な設備の新設等につ

いて重要な変更はありません。

② 当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画しておりました重要な設備の新設等につ

いて完了したものはありません。

③ 当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,100,000,000

計 1,100,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 296,566,949 296,566,949

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

単元株式数 100株

計 296,566,949 296,566,949 ― ―

(注) 提出日現在発行数には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づく

新株引受権の権利行使を含む。以下同様。)により発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 新株引受権

　当社は、新株引受権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ

19および当社旧定款第７条の規定に基づき、取締役および使用人に対して付与することを下記開催の定時株主

総会において特別決議されたものであります。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日(平成13年６月28日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 48,300株(注１)

新株予約権の行使時の払込金額 2,668円(注２)

新株予約権の行使期間 平成13年９月３日～平成23年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　2,668円

資本組入額　　1,334円

新株予約権の行使の条件 退任、退職後も権利行使できる。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的となる株式の数は分割または併合の比率に

応じ比例的に調整されるものといたします。

２　株式の分割または併合が行われる場合、行使時の払込金額(以下、「発行価額」という)は分割または併合の比率

に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

また、時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換、新株引受権証券および旧商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権の権利行使の場合を除く。)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げるものといたします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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② 新株予約権

(イ) 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ

20および旧商法第280条ノ21の規定に基づき、取締役、執行役および使用人に対して特に有利な条件をもって新

株予約権を発行することを下記開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日(平成14年６月27日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,064個(注１、２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 106,400株(注２)

新株予約権の行使時の払込金額 3,165円(注３、４、５)

新株予約権の行使期間 平成14年７月１日～平成24年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,165円

資本組入額　　1,583円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

(注) １　新株予約権１個当たりの目的たる株式数は、100株であります。

２　株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)を調

整し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと

きは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものといたします。

３　株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使時の払込金額(以下、「行使価額」という)を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

４　時価を下回る価額で株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の

一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法(以下、「改正前商法」という。)に基づく転換社

債の転換および改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により

行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払

込金額」を「処分価額」に読み替えるものといたします。

５　当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併

または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。

EDINET提出書類

エーザイ株式会社(E00939)

四半期報告書

25/59



株主総会の特別決議日(平成15年６月24日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 539個(注１、２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 53,900株(注２)

新株予約権の行使時の払込金額 2,520円(注３、４、５)

新株予約権の行使期間 平成15年７月１日～平成25年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　2,520円

資本組入額　　1,260円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

株主総会の特別決議日(平成16年６月24日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,912個(注１、２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 191,200株(注２)

新株予約権の行使時の払込金額 3,170円(注３、４、５)

新株予約権の行使期間 平成16年７月１日～平成26年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,170円

資本組入額　　1,585円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
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株主総会の特別決議日(平成17年６月24日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 2,344個(注１、２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 234,400株(注２)

新株予約権の行使時の払込金額 3,820円(注３、４、５)

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成27年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,820円

資本組入額　　1,910円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

(注) １　新株予約権１個当たりの目的たる株式数は、100株であります。

２　株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)を調

整し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと

きは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものといたします。

３　株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使時の払込金額(以下、「行使価額」という)を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

４　時価を下回る価額で株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の

一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使

の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものと

いたします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払

込金額」を「処分価額」に読み替えるものといたします。

５　当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併

または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。
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(ロ) 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、当社報酬委員会

の決議ならびに会社法第240条第１項および第238条第２項に基づき、当社の取締役および執行役に対して会社

法第238条第１項の定めに従い、新株予約権を発行することを下記開催の取締役会において決議されたものであ

ります。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。

取締役会の決議日(平成18年６月23日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,580個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 158,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 5,300円(注３)

新株予約権の行使期間 平成20年７月10日～平成28年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　5,300円

資本組入額　　2,650円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

取締役会の決議日(平成19年６月22日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,680個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 168,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 5,480円(注３)

新株予約権の行使期間 平成21年７月９日～平成29年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　5,480円

資本組入額　　2,740円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

EDINET提出書類

エーザイ株式会社(E00939)

四半期報告書

28/59



取締役会の決議日(平成20年６月20日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,750個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 175,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 3,760円(注３)

新株予約権の行使期間 平成22年６月21日～平成30年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,760円

資本組入額　　1,880円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

取締役会の決議日(平成21年６月19日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,830個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 183,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 3,320円(注３)

新株予約権の行使期間 平成23年６月20日～平成31年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,320円

資本組入額　　1,660円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)
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取締役会の決議日(平成22年６月18日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,440個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 144,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 2,981円(注３)

新株予約権の行使期間 平成24年６月19日～平成32年６月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　2,981円

資本組入額　　1,491円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。

２　当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものといたします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

３　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額といたします。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しな

い日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(１

円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終

値)のいずれか高い金額といたします。

なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものといたします。

(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・株式併合の比率

(2) 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新規株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法

第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使また

は当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算

式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替えるものといたします。

(3) 割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式を普通株主に対し配当する場合等、行使

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の

上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。

４　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総

称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残

存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅
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し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式といたします。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定いたします。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘

案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

ⅰ  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げるものといたします。

ⅱ  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等

増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額といたします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議(再編成対象会社が取締役会設

置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものといたします。

(8) 新株予約権の取得条項

(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定いたします。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものといたしま

す。

５　以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新

株予約権を取得することができるものといたします。

ⅰ  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

ⅲ  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

ⅳ  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要

することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案
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(ハ) 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、

第238条および第239条の規定に基づき、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを

下記開催の定時株主総会において特別決議された後、同日の取締役会において決議されたものであります。

  当該制度の内容は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日および取締役会の決議日(平成18年６月23日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 960個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 96,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 5,300円(注３)

新株予約権の行使期間 平成20年７月10日～平成28年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　5,300円

資本組入額　　2,650円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

株主総会の特別決議日および取締役会の決議日(平成19年６月22日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 960個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 96,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 5,480円(注３)

新株予約権の行使期間 平成21年７月９日～平成29年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　5,480円

資本組入額　　2,740円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)
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株主総会の特別決議日および取締役会の決議日(平成20年６月20日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,080個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 108,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 3,760円(注３)

新株予約権の行使期間 平成22年６月21日～平成30年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,760円

資本組入額　　1,880円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

株主総会の特別決議日および取締役会の決議日(平成21年６月19日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,080個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 108,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 3,320円(注３)

新株予約権の行使期間 平成23年６月20日～平成31年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　3,320円

資本組入額　　1,660円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)
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株主総会の特別決議日および取締役会の決議日(平成22年６月18日)

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)　

新株予約権の数 1,750個(注１、注２)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式(単元株式数 100株)

新株予約権の目的となる株式の数 175,000株(注２)　　　

新株予約権の行使時の払込金額 2,981円(注３)

新株予約権の行使期間 平成24年６月19日～平成32年６月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　2,981円

資本組入額　　1,491円

新株予約権の行使の条件

退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会お

よび新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受

けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の相続はできる。権利の譲渡、質入はできない。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注４)

新株予約権の取得条項に関する事項 (注５)

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。

２　当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものといたします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

３　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額といたします。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しな

い日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(１

円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終

値)のいずれか高い金額といたします。

なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものといたします。

(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・株式併合の比率

(2) 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新規株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法

第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使また

は当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算

式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替えるものといたします。

(3) 割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式を普通株主に対し配当する場合等、行使

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の

上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。

４　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総

称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残

存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅
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し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式といたします。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定いたします。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘

案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

ⅰ  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げるものといたします。

ⅱ  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等

増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額といたします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議(再編成対象会社が取締役会設

置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものといたします。

(8) 新株予約権の取得条項

(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定いたします。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものといたしま

す。

５　以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新

株予約権を取得することができるものといたします。

ⅰ  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

ⅲ  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

ⅳ  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要

することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年10月１日

～

平成22年12月31日

－ 296,566 － 44,985 － 55,222

(6) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動はありません。

なお、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーションおよびその共同保有者２

社から平成23年１月７日付で提出された大量保有報告書により平成22年12月31日現在で16,981千株を保有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末における株主名簿で確認することができ

ません。

当該大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ジェー・ピー・モルガン・セキュリ

ティーズ・リミテッド

英国 ロンドン EC2Y 5AJ ロンドン

・ウォール 125
8,519 2.87

ＪＰモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 8,458 2.85

ジェー・ピー・モルガン・チェース

・バンク・ナショナル・アソシエー

ション

アメリカ合衆国 オハイオ州 コロン

バス市 ポラリス・パークウェー

1111

4 0.00

計 － 16,981 5.73

なお、当該大量保有報告書について平成23年２月７日付で提出された変更報告書により平成23年１月31日現在

で保有株式数が4,880千株、保有割合が1.65％に減少した旨の報告を受けております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 

11,633,400

－ 単元株式数 100株

完全議決権株式(その他)
普通株式

284,420,400
2,844,204 同上

単元未満株式
普通株式　 

513,149
－

１単元(100株)未満

の株式

発行済株式総数 296,566,949 － －

総株主の議決権 － 2,844,204 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株

式がそれぞれ100株(議決権の数１個)および50株含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式33株が含まれております。

② 【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称 所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

エーザイ株式会社

東京都文京区小石川

４丁目６番10号
11,633,400 － 11,633,400 3.92

計 － 11,633,400 － 11,633,400 3.92
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

　
10月

　
11月

　
12月

最高(円) 3,425 3,190 3,055 2,977 3,115 3,175 2,949 3,040 2,973

最低(円) 3,120 2,928 2,892 2,772 2,910 2,917 2,743 2,750 2,855

(注) 最高・最低株価はいずれも東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 取締役の状況

異動はありません。

(2) 執行役の状況

① 新任執行役

該当事項はありません。

② 退任執行役

該当事項はありません。

③ 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表執行役

副社長

社長補佐、

チーフコンプライア

ンスオフィサー兼

人事労務担当兼

エーザイ・アール

・アンド・ディー

・マネジメント

株式会社

代表取締役社長

代表執行役

副社長

社長補佐、

チーフコンプライア

ンスオフィサー兼

人事労務担当

出口宣夫 平成22年11月１日

常務執行役
チーフサイエンティ

フィックオフィサー
常務執行役

チーフサイエンティ

フィックオフィサー

兼

エーザイ・アール

・アンド・ディー

・マネジメント

株式会社

代表取締役社長

吉松賢太郎 同上

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務執行役

チーフサイエンティ

フィックオフィサー

兼

ケンブリッド・イン

ク社長

常務執行役
チーフサイエンティ

フィックオフィサー
吉松賢太郎 平成22年12月14日

(注) 平成23年１月、ケンブリッド・インクは会社名をエイチスリー・バイオメディシン・インクに変更いたしました。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号、以下「四半期連結財務諸表規則」という)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)および前第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結会

計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)および当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成

22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで)および前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期

連結財務諸表ならびに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)および当第３四半

期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法

人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 88,185 69,637

受取手形及び売掛金 ※2
 213,074 207,219

有価証券 87,713 83,823

商品及び製品 37,774 36,564

仕掛品 17,621 19,676

原材料及び貯蔵品 13,274 11,313

繰延税金資産 38,711 32,457

その他 17,995 19,591

貸倒引当金 △88 △239

流動資産合計 514,262 480,044

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 84,373 86,525

その他（純額） 62,562 70,117

有形固定資産合計 ※1
 146,936

※1
 156,642

無形固定資産

のれん 127,770 152,768

販売権 84,911 109,704

技術資産 42,669 50,967

その他 12,020 12,449

無形固定資産合計 267,371 325,890

投資その他の資産

投資有価証券 57,480 64,797

繰延税金資産 61,093 63,568

その他 7,299 11,255

貸倒引当金 △220 △287

投資その他の資産合計 125,653 139,333

固定資産合計 539,961 621,865

資産合計 1,054,223 1,101,910
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,429 20,314

短期借入金 8,000 24,000

1年内償還予定の社債 39,999 －

未払金 53,410 67,913

未払費用 48,810 59,657

未払法人税等 25,082 6,555

売上割戻引当金 29,654 32,723

その他の引当金 551 556

その他 12,018 8,523

流動負債合計 239,956 220,244

固定負債

社債 79,991 119,987

長期借入金 258,894 265,824

繰延税金負債 26,623 23,786

退職給付引当金 28,260 26,368

役員退職慰労引当金 1,085 2,723

その他 16,479 21,235

固定負債合計 411,333 459,925

負債合計 651,290 680,170

純資産の部

株主資本

資本金 44,985 44,985

資本剰余金 56,928 56,928

利益剰余金 448,387 423,756

自己株式 △39,585 △39,574

株主資本合計 510,716 486,096

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,367 4,884

繰延ヘッジ損益 △963 △609

為替換算調整勘定 △114,234 △74,436

評価・換算差額等合計 △113,830 △70,160

新株予約権 840 741

少数株主持分 5,207 5,063

純資産合計 402,933 421,740

負債純資産合計 1,054,223 1,101,910
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 604,489 613,859

売上原価 121,487 127,305

売上総利益 483,002 486,553

返品調整引当金繰入額 61 14

差引売上総利益 482,941 486,539

販売費及び一般管理費 ※1
 397,880

※1
 377,104

営業利益 85,061 109,434

営業外収益

受取利息 959 752

受取配当金 848 917

その他 221 210

営業外収益合計 2,029 1,880

営業外費用

支払利息 5,775 5,608

為替差損 594 2,738

その他 650 233

営業外費用合計 7,020 8,580

経常利益 80,069 102,734

特別利益

固定資産売却益 12 33

投資有価証券売却益 － 46

貸倒引当金戻入額 － 142

その他 34 2

特別利益合計 46 225

特別損失

固定資産処分損 361 279

減損損失 － 305

投資有価証券評価損 － 277

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 654

その他 6 9

特別損失合計 368 1,526

税金等調整前四半期純利益 79,747 101,433

法人税、住民税及び事業税 27,524 37,501

法人税等調整額 △2,102 △3,749

法人税等合計 25,422 33,752

少数株主損益調整前四半期純利益 － 67,681

少数株主利益 406 309

四半期純利益 53,919 67,371
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 209,507 201,576

売上原価 42,623 43,171

売上総利益 166,884 158,404

返品調整引当金繰入額 8 34

差引売上総利益 166,875 158,370

販売費及び一般管理費 ※1
 130,934

※1
 116,126

営業利益 35,941 42,243

営業外収益

受取利息 299 249

受取配当金 372 392

為替差益 264 －

その他 49 57

営業外収益合計 986 699

営業外費用

支払利息 1,879 1,856

為替差損 － 425

その他 176 94

営業外費用合計 2,055 2,375

経常利益 34,872 40,567

特別利益

固定資産売却益 3 4

投資有価証券評価損戻入益 － 73

貸倒引当金戻入額 － 122

その他 23 49

特別利益合計 26 249

特別損失

固定資産処分損 250 22

その他 1 0

特別損失合計 252 23

税金等調整前四半期純利益 34,647 40,793

法人税、住民税及び事業税 9,072 14,409

法人税等調整額 2,484 △1,144

法人税等合計 11,556 13,264

少数株主損益調整前四半期純利益 － 27,528

少数株主利益 94 106

四半期純利益 22,996 27,421
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 79,747 101,433

減価償却費 36,797 32,751

のれん償却額 6,402 5,913

その他の損益（△は益） 4,400 4,573

売上債権の増減額（△は増加） △28,212 △15,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,037 △5,781

仕入債務の増減額（△は減少） 555 4,497

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,330 △4,857

売上割戻引当金の増減額（△は減少） 4,005 1,058

その他 4,559 2,904

小計 113,548 127,489

利息及び配当金の受取額 1,711 1,537

利息の支払額 △5,630 △5,354

法人税等の支払額 △50,312 △18,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,317 105,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △16,363 △10,037

無形固定資産の取得による支出 △7,072 △4,702

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5,186 △2,972

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

8,174 4,536

３カ月超預金の純増減額（△は増加） － △21,583

その他 △7,354 321

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,803 △34,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 27,000 △16,000

配当金の支払額 △39,887 △42,740

その他 △1,841 △990

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,728 △59,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,623 △12,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,161 △1,546

現金及び現金同等物の期首残高 131,527 115,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 142,688

※1
 113,582
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

連結の範囲に含めておりましたエーザイ・ロンドン・リサーチ・ラボラトリーズ

・リミテッドについては、第２四半期連結会計期間において清算が結了いたしまし

た。また、衛材(蘇州)貿易有限公司およびケンブリッド・インクについては、当第３

四半期連結会計期間において設立されたことにより、連結の範囲に含めております。

　 (2) 変更後の連結子会社の数

50社

２　会計処理基準に関する事

項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18

号　平成20年３月31日)および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用しております。

これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ59百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益は714百万円減少しております。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書)

１　前第３四半期連結累計期間において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」

は、特別利益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より独立掲記しております。

なお、前第３四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれている「投資有価証券売却益」は０百万円で

あります。

２　前第３四半期連結累計期間において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、

特別利益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より独立掲記しております。

なお、前第３四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれている「貸倒引当金戻入額」は33百万円であ

ります。

３　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」を表示しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

　前第３四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「３カ月超預金の純増減額」は、金額的重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間より独立掲記しております。

なお、前第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている「３カ月超預

金の純増減額」は△7,285百万円であります。

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書)

１　前第３四半期連結会計期間において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、

特別利益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間より独立掲記しております。

なお、前第３四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれている「貸倒引当金戻入額」は23百万円であ

ります。

２　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」を表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

(1) 棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として、合理

的な方法により算定しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

　該当事項はありません。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
 (自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日) 

 (役員退職慰労引当金)

当社は役員の退職慰労金の支払いに備えるため、会社内規に基づく必要額を計上しておりましたが、平成22年６月に

役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給を決定いたしました。

これに伴い、第１四半期連結会計期間において当社の役員退職慰労引当金の残高を取崩し、未払分については固定負

債の「その他」に計上しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、231,146百万円で

あり、減損損失累計額を含んでおります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、226,031百万円で

あり、減損損失累計額を含んでおります。

※２　連結会計期間末日の満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当四半期連結会計期間末日は金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が当四半期連結会計期間末

日の残高に含まれております。

受取手形 258百万円

――――――――――――

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

販売諸費 152,945百万円

研究開発費 116,815百万円

給料及び賞与 47,669百万円

販売諸費 142,822百万円

研究開発費 106,166百万円

給料及び賞与 47,022百万円

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

販売諸費 52,482百万円

研究開発費 36,127百万円

給料及び賞与 15,855百万円

販売諸費 40,735百万円

研究開発費 32,329百万円

給料及び賞与 15,350百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年12月31日現在) (平成22年12月31日現在)

現金及び預金勘定 64,612百万円

有価証券勘定 104,519百万円

小計 169,131百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金等 △21,686百万円

取得日から償還日までの期間が

３カ月を超える債券等 △4,756百万円

現金及び現金同等物 142,688百万円

　

現金及び預金勘定 88,185百万円

有価証券勘定 87,713百万円

小計 175,899百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金等 △59,172百万円

取得日から償還日までの期間が

３カ月を超える債券等 △3,143百万円

現金及び現金同等物 113,582百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)および当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平

成22年12月31日)

１　発行済株式の種類および総数

普通株式　296,566千株

２　自己株式の種類および株式数

普通株式　 11,633千株

　

３　新株予約権の四半期連結会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権　　当社(親会社)　840百万円

なお、当第３四半期連結会計期間末において権利行使期間の初日が到来していない新株予約権は、次のと

おりであります。

 会社名
 決議年月日

当社
平成21年６月19日

当社
平成22年６月18日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　10名

当社執行役　　　27名

当社使用人　　　36名

当社取締役　　　10名

当社執行役　　　18名

当社使用人　　　57名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　291,000株 普通株式　　　319,000株

付与日 平成21年７月６日 平成22年７月５日

権利確定条件

付与日(平成21年７月６日)以降、

権利確定日(平成23年６月19日)

まで継続して勤務していること。

その他の条件は、割当を受けた者

との間で締結する新株予約権割

当契約による。

付与日(平成22年７月５日)以降、

権利確定日(平成24年６月18日)

まで継続して勤務していること。

その他の条件は、割当を受けた者

との間で締結する新株予約権割

当契約による。

対象勤務期間
平成21年７月６日～

平成23年６月19日

平成22年７月５日～

平成24年６月18日

権利行使期間
平成23年６月20日～

平成31年６月19日 

平成24年６月19日～

平成32年６月18日 

当第３四半期連結会計期間末残高 105百万円　 27百万円　

(注) 株式数に換算して記載しております。

　４　配当に関する事項

配当金支払額

平成22年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額 22,795百万円　 　

② １株当たり配当額 80.00円　 　

③ 基準日 平成22年３月31日　 　

④ 効力発生日 平成22年５月24日　 　

⑤ 配当の原資 利益剰余金　 　

平成22年10月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額 19,945百万円　 　

② １株当たり配当額 70.00円　 　

③ 基準日 平成22年９月30日　 　

④ 効力発生日 平成22年11月17日　 　

⑤ 配当の原資 利益剰余金　 　
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

 
医薬品分野
(百万円)

その他の分野
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                     

(1) 外部顧客に対する売上高 204,108 5,399 209,507 － 209,507

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
109 3,912 4,022 (4,022) －

計 204,217 9,312 213,530 (4,022)209,507

営業利益 36,992 592 37,584 (1,643) 35,941

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

 
医薬品分野
(百万円)

その他の分野
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                     

(1) 外部顧客に対する売上高 588,956 15,533 604,489 － 604,489

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
258 12,845 13,103 (13,103) －

計 589,215 28,378 617,593 (13,103)604,489

営業利益 87,779 1,619 89,399 (4,337) 85,061

　

(注) １　当連結グループの事業区分は、医療用医薬品を中心とする「医薬品分野」とこれに属さない「その他の分野」

であります。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

医薬品分野 医療用医薬品、一般用医薬品、診断用医薬品等

その他の分野 食品添加物、化学品、製薬用機械、その他
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

 
日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

中国
(百万円)　

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去又
は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                                 

(1) 外部顧客に

対する売上高
100,99486,66113,9894,0053,856209,507 － 209,507

(2) セグメント間の

内部売上高

又は振替高

24,48813,3166,217 15 224 44,262(44,262) －

計 125,48399,97720,2074,0214,080253,769(44,262)209,507

営業利益 31,2811,6881,476 525 452 35,424 516 35,941

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

 
日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

中国
(百万円)　

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去又
は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                                 

(1) 外部顧客に

対する売上高
280,316261,75739,09511,31312,007604,489 － 604,489

(2) セグメント間の

内部売上高

又は振替高

78,27544,17120,345 44 515 143,352(143,352)－

計 358,591305,92859,44011,35812,523747,842(143,352)604,489

営業利益 75,8095,7653,8851,5141,860 88,834(3,773)85,061

　

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦および中国以外の区分に属する主な国または地域

① 北　　米：米国、カナダ

② 欧　　州：英国、フランス、ドイツ等

③ アジア他：アジア諸国および中南米諸国等

３　日本におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外子会社に対する製品売上高等でありま

す。また、北米、欧州、アジア他におけるセグメント間の内部売上高は、主として海外研究開発子会社の親会社へ

の売上高であります。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

 北米 欧州 中国　 アジア他 計 　

Ⅰ　海外売上高(百万円) 88,605 15,688 4,138 4,241 112,673　

Ⅱ　連結売上高(百万円)                 209,507　

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
42.3 7.5 2.0 2.0 53.8 　

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

 北米 欧州 中国　 アジア他 計 　

Ⅰ　海外売上高(百万円) 267,718 46,699 11,722 13,966 340,106　

Ⅱ　連結売上高(百万円)                 604,489　

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
44.3 7.7 1.9 2.3 56.3 　

　

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　中国以外の各区分に属する主な国または地域

① 北　　米：米国、カナダ

② 欧　　州：英国、フランス、ドイツ等

③ アジア他：アジア諸国および中南米諸国等

３　海外売上高は当連結グループの本邦以外の国または地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、トップマネジメントが定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。

当社グループは、医薬品事業を日本、米国、欧州、アジア(中国含む)、ニューマーケット(インド、中東等)の

５リージョンで構成し、各リージョンの特性に応じた戦略を企画・推進しております。医薬品事業では、主

に医療用医薬品の製造・販売を行っております。

当社グループのセグメントは、医薬品事業とその他事業から構成されており、医薬品事業の各リージョン

を報告セグメントとしております。

２　報告セグメントごとの売上高及び利益(又は損失)に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

(単位：百万円)　

　

　

報告セグメント

その他

(注)
合計

医薬品事業

日本 米国 欧州 アジア
ニュー

マーケット　

　
計

外部顧客に対する売上高 269,136257,96633,38123,490730584,70529,153613,859

セグメント利益(△損失) 116,59685,1463,5444,239△413209,11312,980222,094

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

(単位：百万円)

　

　

報告セグメント

その他

(注)
合計

医薬品事業

日本 米国 欧州 アジア
ニュー

マーケット　

　
計

外部顧客に対する売上高 98,22876,26211,3026,148 221192,1649,411201,576

セグメント利益(△損失) 44,24727,917752 209 △216 72,9103,89876,808

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医薬品原料・製薬用機械などに係る

事業を含んでおります。
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３　報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項)

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメントの利益計 209,113

「その他」の区分の利益 12,980

研究開発費(注１) △106,166

親会社の本社管理費等(注２) △6,492

四半期連結損益計算書の営業利益 109,434

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメントの利益計 72,910

「その他」の区分の利益 3,898

研究開発費(注１) △32,329

親会社の本社管理費等(注２) △2,236

四半期連結損益計算書の営業利益 42,243

(注) １　当社グループは、研究開発費をグローバルに管理しているため、セグメントに配分しておりません。

２　親会社の本社管理費等は、当社グループ全体の運営に係る費用であるため、セグメントに配分してお

りません。

４　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平

成21年３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号　平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

１　ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額および科目名

売上原価 2百万円

販売費及び一般管理費 28百万円

合計 31百万円

２　当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,392円91銭 １株当たり純資産額 1,459円74銭

２　１株当たり四半期純利益等

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 189円25銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 189円23銭

１株当たり四半期純利益 236円44銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 236円43銭

(注) １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりでありま

す。

 　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益 (百万円)　 53,919 67,371

普通株主に帰属しない金額 (百万円)

　
－ －

普通株式に係る四半期純利益 (百万円)　 53,919 67,371

期中平均株式数 (千株)　 284,906 284,936

 　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益調整額 (百万円) － －

普通株式増加数 (千株) 38 16

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な

変動があったものの概要

以下の株主総会または取締役会

決議分の新株予約権(目的とな

る株式の数1,035千株)。

・平成17年６月24日決議分

・平成18年６月23日決議分

・平成19年６月22日決議分

・平成20年６月20日決議分

　なお、概要は「第４　提出会社

の状況、１　株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

以下の株主総会または取締役会

決議分の新株予約権(目的とな

る株式の数1,326千株)。

・平成17年６月24日決議分

・平成18年６月23日決議分

・平成19年６月22日決議分

・平成20年６月20日決議分

・平成21年６月19日決議分

　なお、概要は「第４　提出会社

の状況、１　株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 
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前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 80円72銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 80円70銭

１株当たり四半期純利益 96円24銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 96円23銭

(注) １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりでありま

す。

 　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益 (百万円)　 22,996 27,421

普通株主に帰属しない金額 (百万円)

　
－ －

普通株式に係る四半期純利益 (百万円)　 22,996 27,421

期中平均株式数 (千株)　 284,910 284,935

　 　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益調整額 (百万円) － －

普通株式増加数 (千株) 38 10

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な

変動があったものの概要

以下の株主総会または取締役会

決議分の新株予約権(目的とな

る株式の数1,035千株)。

・平成17年６月24日決議分

・平成18年６月23日決議分

・平成19年６月22日決議分

・平成20年６月20日決議分

　なお、概要は「第４　提出会社

の状況、１　株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

以下の株主総会または取締役会

決議分の新株予約権(目的とな

る株式の数1,943千株)。

・平成14年６月27日決議分

・平成16年６月24日決議分

・平成17年６月24日決議分

・平成18年６月23日決議分

・平成19年６月22日決議分

・平成20年６月20日決議分

・平成21年６月19日決議分

・平成22年６月18日決議分

　なお、概要は「第４　提出会社

の状況、１　株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

該当事項はありません。

２【その他】

平成22年10月28日開催の当社取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株

主または登録株式質権者に対し、次のとおり第99期(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)の中間配当を行

う旨を決議いたしました。

１　配当財産の種類および帳簿価額の総額 　

 金銭による剰余金の配当 19,945百万円　

２　株主に対する配当財産の割当てに関する事項 　

 当社普通株式１株当たり中間配当額 70.00円　

３　当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成22年11月17日　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成22年２月４日

エーザイ株式会社    

 代表執行役社長　内藤　晴夫　殿  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮坂　泰行　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 武井　雄次　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 東川　裕樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエーザイ株式会社の

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、エーザイ株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年１月６日に米国子会社を通じアカラックス社の全株式を取得し

100％子会社としている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

　     ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成23年２月９日

エーザイ株式会社    

 代表執行役社長　内藤　晴夫　殿  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮坂　泰行　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 武井　雄次　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 東川　裕樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエーザイ株式会社の

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、エーザイ株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

　     ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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